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意見提出者 個人 

 
１．項目 メール検閲・ＤＰＩ技術を用いた広告 

２．既存の制

度・規制等

によってＩ

ＣＴ利活用

が阻害され

て い る 事

例・状況 

 総務省の「利用者視点を踏まえたＩＣＴサービスに係る諸問題に関する

研究会」の提言において、通常のメールと同様ＳＮＳサービス中の「ミニ

メール」の内容が通信の秘密に該当するのは当然のこととしても、メッセ

ージ交換サービスにおけるメールの内容確認を送信者に対しデフォルトオ

ンで認める余地があるかの如き整理がなされている。同じく、ＤＰＩ（デ

ィープ・パケット・インスペクション）技術を用いた行動ターゲティング

広告について、現状でも基準等の作成により導入が可能であるかの如き整

理がなされている。 

 しかし、メッセージ交換サービスにおけるメールの内容確認を送信者に

対しデフォルトオンで認める余地があるとすることは、実質、送信者が受

信者しか知り得ないだろうと思って送る情報の内容について、知らない内

に事業者に検閲されているという状態をもたらす危険性が極めて高い。受

信情報のフィルタリングに関する要件を一方的に拡大解釈し、送信者に対

するデフォルトオンのメールの内容確認の余地を認めることは、実質的に

メール・通信の検閲の余地を認めるに等しく、憲法にも規定されている通

信の秘密をないがしろにすることにつながりかねない極めて危険なことで

ある。これはデフォルトオンでメールの内容確認を行う場面が限定的であ

るか否かという問題ではなく、総務省にあっては、実質的なメールの検閲

を是とするかの如き通信の秘密に関する歪んだ整理を速やかに改めるべき

である。 

 この部分において、ＤＰＩ（ディープ・パケット・インスペクション）

技術を用いた行動ターゲティング広告についても、利用者の同意がなけれ

ば通信の秘密を侵害するものとして許されないのは当然のこととして、Ｄ

ＰＩ技術はネットワーク中のパケットに対して適用されるものであり、一

旦導入されてしまうと、その存在と対象範囲について通常の利用者は全く

意識・検証し得ないものである。ＤＰＩ技術についても、利用者が知らな

い内に通信内容が事業者に検閲されているという状態をもたらす危険性が

極めて高く、実質的な検閲をもたらしかねない危険なものとして安易な法

的整理はされてはならない。契約書によったとしても、それだけでは、明

確かつ個別の同意が十分に得られ、利用者からＤＰＩ技術の存在と対象範

囲について十分に意識・検証可能となっているとすることはできない。Ｄ

ＰＩ技術の利用については、通常の利用者の明確かつ個別の同意を得るこ

とは現時点では不可能であり、この部分の記載は、現時点で、法的課題を

克服することは困難であり、基準等の作成もされるべきではないとされな

くてはならない。 
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規制等の根

拠 

４．ＩＣＴ利

活用を阻害

する制度・

規制等の見

直しの方向

性について

の提案 

・総務省において、ＳＮＳサービスにおけるメール監視やＤＰＩ技術を用

いた広告のような実質的な検閲を是とするか如き歪んだ法的整理を早急に

改め、大臣レベルでその見解を公表する。 

 


